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第４回（仮称）小牧市地域こども子育て条例検討会議  

 

日時：平成２７年１１月２７日（金）午前１０時～ 

          場所：小牧市役所 本庁舎６階 ６０１会議室 

 

《出席》吉田会長、代田副会長、丹羽委員、中川委員、沖本委員、 

渡邉委員、小島（千）委員、河合委員、天野委員、岩田委員、 

服部委員、小島（康）委員、伊東委員、出口委員、後藤委員、 

岡戸委員 

 

《欠席》松永委員、水野委員、青山委員、 

 

《事務局》小塚こども未来部長、鍛冶屋こども未来部次長、須崎こども政 

策課長、平岡こども政策課長補佐、佐野学校教育課指導主事兼 

副主幹、石田子育て支援係長、松浦 

     （社）地域問題研究所 

 

 ※傍聴人 １名 

 

 

１  あいさつ  

 

【事務局】   

 定刻になりましたので、ただいまから第４回（仮称）小牧市地域こども

子育て条例検討会議を開催いたします。 

 本日はお忙しいところ御出席いただき、ありがとうございます。 

 本会議は公開となっていますが、ただいまのところ傍聴者は１名となっ

ております。 

 会議の定足数に関しては、要綱第５条第２項で過半数１０名の出席が必

要とされており、本日は１５名の委員が出席しているため、会議が成立し

ておりますことを御報告いたします。 

 なお、青山委員は御欠席との連絡をいただいております。 

 初めに、資料の確認をさせていただきます。 
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 配付資料につきましては、お手元の次第の下に書かれております配付資

料一覧のとおりでございます。また、前回の会議の資料もお持ちいただい

ているかと思いますが、確認していただきまして、不足等がございました

らお申し出いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、会議の開催にあたり、こども未来部長の小塚より御挨拶を申

し上げます。 

【部長あいさつ】 

 本日は、御多忙にもかかわらず、第４回（仮称）小牧市地域こども子育

て条例検討会議に御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 また、皆様方におかれましては、本市の教育福祉行政の推進に日ごろよ

り格別の御支援、御協力をいただいていることを改めて厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、本日の会議では、前回の会議でお示しさせていただきました（仮

称）小牧市地域こども子育て条例の素案につきまして、もう一度御検討い

ただきたいと思います。そして、今までの条例検討会議での意見を踏まえ

て条例案を策定し、１２月１６日から約１カ月間、パブリックコメントを

実施し、広く市民の皆様から意見を募集して、条例制定に向けて進めてい

きたいと思います。委員の皆様方には、忌憚のない御意見をいただきます

ようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日はよろしく

お願いします。 

【事務局】 

 それでは、吉田会長に以降の議事の進行をお願い致します。 

【吉田会長】 

 本日は第４回目となりますが、前回に引き続き、皆さんで条例素案の御

検討をしていただくことになります。限られた時間の中で委員同士の活発

な議論を通して、よりよい条例を策定するというお手伝いをしていきたい

と考えておりますので、委員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは議事に入ってまいりたいと思います。 

 次第２の条例（素案）の検討について、事務局から御説明をお願いいた

します。 
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２  条例素案の検討  

《資料に基づき事務局より説明》  

【吉田会長】 

 要点としては、前回、皆様にいただいた御意見を盛り込んで修正してあ

りますということと、文言については市の専門家が確認をし、私たちの議

論の中に出てこなかった部分で少し修正をしておられるということだった

と思います。 

 ここから、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。 

 先ほどの話で、部長さんから第５回というお話がありましたが、この第

５回というのは、条例に目を通すということが主眼となり、実質的な議論

は今日が最後ということで終了になります。今から１時間のうち、修正案

につきましての議論は３０分ぐらいと見ておりますので、この３０分ぐら

いの間に最終的な御意見をいただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

【天野委員】 

 第２条の「事業者」「学校等」の順番については、公のもの「市」が一

番最後にありますという説明がありました。そういうことならそれでよろ

しいかと思います。 

 資料５の３ページ、(6)学校等の定義で、「学校、保育園、幼稚園及び

児童福祉施設」とありますが、本来、幼稚園は学校という名称に含まれる

ものであり、また保育園と児童福祉施設というのは附属施設として一くく

りのものでありますので、表記の順番を「学校、幼稚園、保育園及び児童

福祉施設」としたほうがいいのかなと思いました。 

【吉田会長】  

 設立主体から考えたときに学校と幼稚園を並べたほうがよいということ

で、幼稚園と保育園を入れかえるというわけですね。 

【事務局】 

 修正する方向で検討していきたいと思います。 

【中川委員】  

 資料５の２ページ、「前文」で「こどもを育んでいくこと（協育）によ

り、親や周りの大人も共に学びあい成長（共育）していきます」のところ

の「学びあい」の「あい」は、平仮名表記です。しかし同じ「全文」で

「支え合い」の「合い」は漢字表記です。「学びあい」だけが平仮名表記
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になっています。 

【事務局】 

 修正する方向で検討していきたいと思います。 

【小島（康）委員】 

 ２点ありますが、１点目が、資料５の７ページ、第１４条第２項の中で、

「こどもの育成に関する保護者の意見交換や相談の場を提供を行う」とあ

り、第１４条第３項では「こどもに関わる相談に対し」という表現があり

ます。第２項の「育成」という表現だと子育てに関わることだけになって

しまうと思いますので、「こどもに関する保護者の意見交換」という言葉

のほうが広い範囲の表現になるかと思います。 

 ２点目は、前回の議論の内容の繰り返しになってしまうかもしれないで

すが、「保護者」の定義で、「親」「里親」の表現についてです。名古屋

市や岩倉市の条例では、「親及び里親」、「親または里親」という表現で

明記されていますので、小牧の条例の中にもこの表現は入れてもいいので

はないかと思います。 

【吉田会長】  

 ２点意見をいただきました。１点目は、資料５の７ページの第１４条第

２項内の「こどもの育成」を「こどもに関わる相談」というふうに「育成」

を省いて、「関する」、「関わる」などへ変更し、第３項と合わせてはど

うか、という御意見ですね。 

 第２項と第３項は、「関わる」にしてしまうと全く似ているように思い

ますが、第２項と第３項について、何か違いがありますか。 

【事務局】 

 事務局の想定としまして、第１４条第２項に関しましては、主にこども

の養育に係る保護者の方の意見交換や保護者の方からの相談の場の提供を

想定しておりました。 

 第３項につきましては、そういった保護者だけではなく、地域の住民の

方、地域のこどもに関わる方からなどの相談や虐待通報等も含めて、広い

範囲での相談を想定しておりましたので、第２項と第３項はそういう使い

分けをしておりました。今御指摘のありました「こどもの育成に関する」

という部分と「こどもに関わる」という部分につきましては、この会議で

皆様から御意見をいただいて、よりよい形にしていきたいと思いますので、

御検討をよろしくお願います。 
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【吉田会長】 

 趣旨がそれぞれありますので、では具体的に、今、小島委員からいただ

いた「育成」という文言をどうするかということについて、皆様の御意見

をいただければと思います。 

【伊東委員】 

 今御指摘のあったことですが、確かに同じようなことを重複してしゃべ

っているなという気はしますが、ただ保護者を強調したいという意味があ

れば、このままでもいいと思います。 

【服部委員】 

 知識がない中での意見なので合っているかどうかわかりませんが、「育

成」というのは大人がすることで、大人が主語で、大人がやる言葉だと思

いますので、区別して「育成」という言葉をあえて入れたほうがいいよう

な気がします。「こどもに関わる」ということは、こどもが主体でこども

がする動作や活動などこどもの問題でありますが、育成というのは大人側

の言葉だと思いますので、それは外さないほうがいいと思います。 

【吉田会長】 

 保護者の気持ちを育成に向けるということですね。 

【天野委員】 

 第１４条第２項の趣旨が「保護者の」ということを事務局から説明があ

りましたし、強調すると「育成」というのを含めておいてもいいのかなと、

今意見を聞いて私もそう思いました。 

【小島（千）委員】 

 「こどもの育成に関する保護者の意見交換」のところで、現実は、例え

ば乱暴な子がいたら、その子に関して保護者達がその子の育ちはどうか、

など話し合うことがありますが、これは「育成」に関する保護者の意見交

換であります。次の第３項をみると、「こどもからの相談やこどもに関わ

る相談」とありますが、例えばこどもの年齢が上がれば、何かあった場合

に自分で相談ができたりします。やはり第２項と第３項というのは違うも

のではないかと思うので、このままがいいかなと思います。 

【吉田会長】 

 このままでいいという意見が多いようですので、この条例はこのままで

いきたいと思います。 

 もう１つの「定義」についてのご意見ですが、資料５の３ページ、（３）
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「保護者」の定義について、これは以前も渡邉委員からいただいておりま

す意見ですが、「親又は親の代わり」のところでどこかに「里親」を入れ

てはどうか、という御意見をいただいております。 

 これについて、賛成や反対や御意見をいただければと思いますが、いか

がでしょうか。 

 調べてこなかったのですが、「保護者」というのはどういうふうに定義

されているのでしょうか。学校ではどうでしょうか。 

【中川委員】 

 具体的に法的な根拠までは今資料として持っていないですが、学校とし

ては、親権も含めて、こどもたちの生活を保護する立場の者、ということ

で広くとらえていいのではないかと思います。「親」という言葉の中には、

里親制度も含めてこどもを保護している方という意味合いがあるなら、こ

こは親でもいいのではないかと思います。逆に親がいるが、仕事等の事情

によって祖父母が保護している、子育てに関わっている、ということであ

れば「親又は親の代わり」という素案のままでも通用していくのかなとい

うことは思いました。 

【吉田会長】 

 前回はそのような意見でまとまり、里親を取り上げなかったんだと思い

ますが、改めてまた御意見が出ておりますので、もう少し御意見をいただ

ければと思います。 

【小島（康）委員】 

 前回の議事録など資料を見ていたときに、岩倉市の条例でそういう表現

がされているのを見て、他の条例ではなぜ表現されているのかなというの

を考えたときに、里親の制度がまだ認知されにくい、わかりづらいところ

があるなどの理由で表記されているのかなと思いましたので、条例にその

表現を入れても違和感や不自然さはないのかなと思いましたので、今回ま

た提案させていただきました。 

【吉田会長】 

 里親が余り知られていないということで、啓蒙的な意味も込めて「里親」

という言葉を入れたらどうかというご意見ですね。 

【小島（千）委員】 

 こども条例なので、こどもが見ますよね。この条例を見たときのこども

の気持ちはどうだろうか、と思いました。「里親」があったほうがいいの
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か、「親の代わり」でまとめたほうがいいのか、こども側の気持ちはどう

なのかと思いました。 

【丹羽委員】 

 条例ですので、拡大解釈ができるほうがいいと思います。この原文のと

おり、「親又は親の代わり」とし、養護施設で育てていようと、里親さん

だろうと、祖父母であろうと、おじ・おばであろうと、兄弟であろうと、

含まれる、拡大解釈ができる条文にしたほうがいいのではないかと思いま

す。確かに里親制度があまり浸透していないし、いろいろ問題点もあると

いうことは聞いてはおりますが、そういった拡大解釈できるほうがいいの

ではないかと私は思いました。 

【沖本委員】 

 前回の会議の時にも言いましたが、「子育ち」や「協育」など、辞書に

ないような表現はどうなのかなと思います。 

 もう１点、第１４条第３項について、この短い文章の中に「及び」が５

回出てきます。もう少しわかりやすい表現にならないのかなと思います。

省けない「及び」もあると思いますが、「連携し、及び協働し」は「連携」

だけでもいいかと思いますし、「家庭の救済及び回復」は「救済」だけで

も通じるのではないかと思います。 

 それからもう１点よろしいでしょうか。 

 第３章「大人の責務」で「努めるものとします」という「です・ます」

調が非常に多いので、第３章は「責務」を記載しているので、「努めるも

のとする」と言い切ったほうがいいのではないかと思いました。 

【吉田会長】  

 今いただいた３点については、少し後ですぐに議論させていただきます

が、ちょっと前に戻りまして、その前にお話をしておりました「保護者」

の定義をもう一回確認してから進みたいと思います。 

 今、丹羽委員から少し大きい枠で定義はしておいたほうがいいのではな

いかという御意見もあり、ややそういう御意見のほうが多かったのかなと

思います。事務局から、この条例を制定された後公開する際に、条例の下

に各条について説明があると聞いております。これはこういうふうに考え

られるとか、例えば「親」については、「里親」についても触れていただ

くと聞いております。 
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【事務局】 

 逐条解説をつくりますので、その中で里親についても入れさせていただ

く予定でおりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

【吉田会長】 

 「保護者」の定義はこのままでよろしいでしょうか。 

 それでは、今、沖本委員からいただいた３点ですが、１点目「子育ち」

「協育」という辞書にない言葉について、２点目、第３章「努めるものと

します」を「努めるものとする」へ変更したらどうか、というご意見でし

た。それから、３点目、第１４条第３項について「及び」が５つもあるの

で整理してはどうかというご意見ですが、皆様、どのようにお考えでしょ

うか。 

【天野委員】 

 「協育」「子育ち」という言葉は、確かに辞書に載ってないのは事実で、

ないと思いますし、造語といえば造語だと思いますが、この言葉を聞いて、

読んだ人が受けるニュアンスというのは、新たにつくった言葉だからとい

って伝わらないことはないのかなという印象があります。言葉の印象によ

って、ともに育む、みんなで協力して育む、こどもが自分で自発的な育ち

ということを考えて何か活動を起こそうとか、何か広めていこうとかいう

ことにつながっていくのなら、条例に使用しても差し支えはないと思いま

す。逆に広める、理解を深めるという点ではよい言葉ではないのかなと思

います。 

【吉田会長】  

 新しい、辞書には載っていない言葉だが、積極的な意味として捉えるこ

ともできる、意味がわかりやすいという解釈もできるというお話だったか

と思います。 

【事務局】 

 「子育ち」、これは辞書に載っていない言葉ですが、インターネットの

辞書だと普通に載っていたりします。ここで概念をしっかり理解しておく

ことが大事かと思います。つまり、「子育て」、「育てる」の意味合いと

いうのは、当然ながら「親がこどもを育てる」ということで、あくまでも

親目線です。主体が親にあるときは「育てる」でいいのですが、主体がこ

どもにある場合、どうなのかということでございます。つまり、こどもは

「育てられる」ものではなく、「みずから育つ」側面も当然ある。だから、
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こども自身が自らの力で自身とともに成長する、そういう力を支えてあげ

るのが大人の役割、保護者の役割であるという概念が大事です。一般的に

は辞書には載っていないかもしれませんが、そういった分野で活躍される

学者の方、あるいは専門家の方の中では、「子育ち」という言葉はごくご

く一般に使われるようになっているのが今の社会情勢だというふうに思っ

ております。 

 「育つ」と「育てる」は、大きく概念的に違います。こどもを主体とし

て捉える場合に、こどもは自ら育つという力があるという前提に立つのか、

そういう力がない、育てるものだという前提に立つのかというと、多分今

の社会情勢、あるいは学者の方など専門家が言われているところによれば、

育つ、自らそういう力を持っているこどもをどうサポートしていくのかが

大事ではないかということが世の中でも言われておりますので、概念を重

視するということであるなら、あえて使い分けをしたほうがいいと思いま

す。 

 それから、「協育」についてですが、「協育」こそ造語だと思います。

今は辞書にないかもしれないが、意味合い、概念を大切にしていきましょ

うという意味でそういう言葉をお互いに使い合っていく。言葉は恐らくい

ろいろな意味で変わっていきます。いい意味で変えるということに立つな

ら、それは皆さんの御判断ですが、言葉の意味合いという話を皆で共有し

ていこうと思われるのであれば、あえて「協育」という言葉を使ってもい

いと思います。 

【服部委員】 

 「協育」という意見を出させていただいたのは私です。これは造語とい

うのはわかっていましたが、「教える」「育む」という「教育」という語

呂にひっかけて、共に育てるという「共育」はもともとありましが、それ

にひっかけた形で、大きな意味があるということで、３つ物事を掲げると

わかりやすくてきれいな三角形ができるのではないかという思いが私には

ありまして、造語ですが、こういうことを条例に掲げることによって、こ

れが小牧から発信されて、全国にこういう言葉がまた浸透して、みんなが

使えるようになったらいいなという私の希望も込めて意見を述べさせてい

ただきました。 

【事務局】 

 「共育」もごくごく一般には使われつつある概念であると思います。
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「協育」も一部使っているような言葉であり、そういう概念をこれから持

ち合わせながら考えていこうということだと思います。つまり、親だけに、

保護者だけにこどもの教育を任せたり、学校だけに任せるのではなくて、

地域全体でこどもを見守り、育ちを支援していこうというようなことが今

回の条例の趣旨とするなら、それにふさわしい言葉ではないかなと思いま

す。 

【吉田会長】 

 前回もこの議論はありまして、多くの方がこういう言葉でいいという御

賛同をいただいたと思います。それから、造語だが、括弧して説明があり

ますので、遠慮しながらも小牧からはこういうことを発信していくという

趣旨が伝わっていく表現かなと思います。 

 それから第１４条について「及び」がとても多いが、何か不自然でしょ

うか、それともこのままでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 第１４条の記述ですが、一度、今の御意見を踏まえまして、もう一度

「及び」の使い方を含めて検討させていただき、わかりやすくなるように

努めたいと思います。 

【岡戸委員】 

 資料５の２ページ「前文」で「包まれながら今を幸せに生きることがで

き」とありますが、「今」も大事ですが、「未来」も大事だと思うので、

あえて「今を」と入れなくても、「包まれながら幸せに生きることができ」

のほうがいいのではないかと思います。 

【吉田会長】 

 「今」を省いたほうが広がるということですね。 

【渡邉委員】 

 第２条「定義」がどうしても気になります。（１）「こども」の定義で、

「１８歳未満の者その他これに準じてその成長への支援が必要であると認

められる者」が「こども」だということで、前回の説明では、こども、若

者も含まれるとありました。次の（２）「大人」の定義で、「こどもを除

く全てのもの」というと、若者も「こども」に該当になるなら、大人がい

なくなる、大人はどうなるのかということが気になりました。 

 それから、第３条「基本理念」で、「ねばならない」というのがここだ

け使われています。後は全部「ねばならない」という言葉は一つも出てき
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ていなくて、ここだけ「ねばならない」が入っています。理念だから「ね

ばならない」なのかもしれないですが、「責務」のところ以降は全部「ね

ばならない」という記載はないので、できればここも「ねばならない」を

なくしたほうがいいのかなと思いました。 

【事務局】 

 「こども」の定義について、少しわかりにくいかもしれませんが、その

場面場面で変わってくるというような解釈でお願いできないかなと思いま

す。市の事業で「大学生等海外留学奨学金支給事業」は２５歳までを対象

としていますので、その場合は「こども」のほうに入っていくイメージで

すが、同じ２５歳でも自立して働いている人もいますし、もう既に自分の

こどもを持っている人もいると思いますので、そういう場合は大人になる

というように、そのときそのときの場面、手段と方法によって使い分けて

いきたいと思います。これも拡大解釈で、はっきりと分けるのではなくて、

そのときそのときで「こども」と「大人」を使い分けていただきたいと思

っております。 

【渡邉委員】 

 条例の定義としてそれは大丈夫ですか。逐条解説をつけるときにどうい

う文言を書かれるのですか。その場その場で変わりますというのは、多分

条例上難しいのではないですか。 

【吉田会長】 

 その場その場という解釈がいろいろあると思います。私がお聞きした範

囲では、成長への支援が必要であるかないかで、４０歳でも成長への支援

が必要なひきこもりの方は「こども」に入るということであり、それを除

く人が「大人」である。成長支援が必要であるかないかが見分け方の基準、

区切りかなと思います。 

【渡邉委員】 

 「成長への支援」そのものがよくわからないです。 

【吉田会長】 

 これは非常に幅が広い。 

【渡邉委員】 

 幅が広いですよね。そうすると定義じゃなくなってくるような気がしま

す。 
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【吉田会長】 

 年代で分けられれば一番わかりやすい定義になるかと思いますが、全体

で分けられない苦しい定義があるときにどうすればいいかということです

よね。 

【事務局】 

 確かに、通常の条例では定義というのはしっかりして、きっちり抑えて

おいて条文が成り立つという形式をとります。 

 しかし、この条例は理念条例であり、特に何かを規制したり罰則を設け

るものではないので、曖昧かもしれないがその中でいろんな形でみんなで

協力していけたらと思います。通常の条例のようにきっちり線を引っ張る

ものではなくて、その線は曖昧であるかもしれないけど、それぞれの方が

この条文を読んで、自分が今どういう立場で、どういった行動をすればい

いのかということをわかるような形で解説をつけるということで御理解い

ただきたいと思いますので、お願いします。 

【吉田会長】 

 岡戸委員の意見、資料５の２ページ「包まれながら今を幸せに生きる」

の「今」をとってもいいのではないかという意見です。幅を持たせるとい

うことで「未来」も「今」も入るように「包まれながら幸せに生きること

ができ」へ変えてはどうかという意見です。 

【中川委員】 

 「今を幸せに」というところですが、時間的な流れの中で、この目の前

にあるさまざまな家庭や地域の愛情に包まれている今を幸せに生きていく

ことが、その続きの「夢を育み、夢に挑戦し、輝きながら成長できる」と

いうところにつながっていくとすると、その時々の今が幸せであるという

ことは大事なことだと思います。ここを省いてしまっての解釈もできるか

とは思いますが、私はあえてここは「今」を残して、その時々、常に流れ

る時系列の中で幸せであるということを強調していくことが夢を育んでい

く上では大事なのかなというふうに解釈をしますので、ここは残してもい

いかなと思います。 

【吉田会長】 

 「今を幸せに生きることができ」のあとに、「夢を育み、夢に挑戦する」

と続いていきますので、ここから未来に目を向ける表現になっているなと

いうふうには感じます。 
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【小島（千）委員】 

 私は今の中川委員の意見に賛成です。今ここに、小牧に住んでいるから

こそこの条例があり、いずれ小牧から巣立つ人もいるかもしれないが、今

ここに住んでいる、小牧にいるときにこの子育ての条例がある、という意

味合いがあれば、もっと明確になるのではないかなと思いました。 

【吉田会長】 

 決してこの文章から未来は消えていないというか、読み取れるのではな

いかという御意見かと思います。 

 異論がなければ、素案のままにさせていただきたいと思います。 

 それでは、もう１点、資料５の３ページ、第３条「行わなければなりま

せん」について、前回の会議の案でないところを事務局で修正されたわけ

ですが、事務局からもう一度この趣旨の説明をお願いします。 

【事務局】 

 第３条「基本理念」についてですが、これは文書法規係との調整によっ

てこのようになりましたので、また一度調整させていただきたいと思いま

す。 

 それから、先ほど沖本委員が言われました意見で、第３章「大人の責務」

で「努めるものとします」ではなく「努めるものとする」へ変えたほうが

いいという御意見もいただきましたが、この条例全体を「ですます調」で

記載しておりますので、やはり一部分だけ変えるというのは違和感を感じ

るものですから、このままでいきたいと思っております。 

【天野委員】 

 資料５の８ページ、第１５条で、「こども・子育て会議」を置きますと

あります。現状「子ども・子育て支援事業推進会議」がありますが、それ

が「こども・子育て会議」につながっていくということになるんでしょう

か。 

【事務局】 

 「子ども・子育て支援事業推進会議」は要綱で設置しておりますが、そ

れを廃止し、こちらの条例設置の「こども・子育て会議」に変えていきた

いというふうに考えております。 

【天野委員】 

 存在の意味合い、目的は同じものでしょうか。 
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【事務局】 

 今までの調査・審議事項に加え、さらに今ここで検討しております「こ

ども子育て条例」について、どういうふうに市民に浸透させていくかとい

うことも検討材料として加わっていくことになります。 

【吉田会長】 

 条例案のことにつきましては大体意見が出尽くしたかと思いますが、ほ

かにありますでしょうか。 

（挙手する者なし） 

 ありがとうございます。時間も来ておりますので、検討についてはこれ

くらいにさせていただきたいと思います。御協力、大変ありがとうござい

ました。 

 今日いただきました意見は、事務局で検討していくことになりますが、

その修正等につきましては、事務局と私とで検討させていただき、結果に

つきましては、私に一任させていただければありがたいと思います。よろ

しくお願いいたします。もちろん、修正後の内容につきましては皆様に御

報告をし、御承知おきいただければと思います。 

 それでは、次第３に参ります。 

 条例の啓発方法についてでございますが、事務局から御説明をお願いい

たします。 

 

 

３  条例の啓発方法について  

【事務局】 

 では、次第３、条例の啓発方法について説明させていただきます。 

 今までの会議の中でも、委員の皆さんから、条例が制定された後のこと

についてたびたび御意見をいただくことがありました。市では、条例制定

後に概要版の作成や広報「こまき」、ホームページを通じて広報活動を行

ったり、また地区民生委員・児童委員連絡協議会や地域の集まりへの参加

など、積極的に地域へ出向きまして、さまざまな機会を捉えて啓発活動を

行っていきたいと考えております。 

 しかしながら、市だけで行うことには限界がありますので、皆さんに、

市民の方々に条例の理念を理解していただき、地域全体で子育てや子育ち

について支え合うまちを実現するため何ができるのか。検討会議にはさま
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ざまな団体の代表の方も参加されていますので、団体のほうでできること

でも、個人でできることでも何でも結構でございますので、御意見をいた

だければと思いますので、よろしくお願いします。 

【吉田会長】 

 検討委員として、あるいは一市民や団体の代表として、条例の啓発につ

いて、市民への理解の進め方について、御意見をいただきたいということ

でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なかなか急にアイデアが出ないようですので、５分ぐらい自由に近くの

方とお話をされながらアイデアを出していただければと思います。少しお

時間を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【出口委員】 

 先進市、既にこども条例を制定している市が、条例を制定してから、ど

ういうアクションがあったのか、どう変わったのかということをお聞きし

たい。 

【事務局】 

 他市で条例ができたところの取り組みや状況についてのお尋ねでござい

ますが、こういった基本理念を定めた条例ができて、すぐに何が変わるか

と言われると、なかなかすぐに変わるものではございません。長い間かけ

て条例の理念を市民の皆さんと共有しながらまちづくりを進めていくこと

が大事だと思っておりますので、機会あるごとに地域に出向き、条例の紹

介をしていきたいと考えております。他市等を見ても、これといったすぐ

に効果が出るような取り組みというのはなかなか見当たらないのが実際で

す。 

【吉田会長】 お手本のない中、何かアイデアがありましたら考えていた

だきたいということです。 

【天野委員】 

 この条例の「定義」の「学校等」にでてくる「保育園」「幼稚園」に関

係しているところは、多分、御家庭に配付することはたやすいですし、い

ろいろ掲示したり、簡単な説明を加えることはたやすいことですが、条例

の紙束を配付したところでなかなか本当のニュアンスが伝わらないと思う

ので、何かいい方法がないのかなと今考えています。 

 ただ、条例の根底にある「こども夢・チャレンジNo.１都市宣言」につ

いて、広報などで目にしてなるほどと思ってはいるものの、今幼稚園業務
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の中でそれを顧みながら進めていくかというと、やはりまだ浸透していな

いところがありますので、条例の前に都市宣言が先なのかということも思

います。 

【代田委員】 

 地区の回覧で皆様に周知していただくのもよいかと思いますが、地区の

回覧で配るとなるとかなり予算がかかると思いますが、予算的なところは

どうでしょうか。 

【岡戸委員】 

 こういう条例を、例えば広報に載せたとしても読むのはごく一部の人だ

と思います。ホームページは作れると思うので、ホームページに全文載せ

てありますという形でされてもいいのかなと思います。条例として出され

ても、難しく感じる方も多いと思うので、以前いただいた資料でありまし

たように、市民の方のこういう意見からこういうふうに条例ができました、

と分かるようなものが必要だと思います。例えば、地域防犯パトロールと

か、小学校の登下校の際旗を持って見守りをしている方がいると思います

が、そういった方も子育てに参加していますなど、条例を出すだけでなく

て、具体的に書いたほうが市民にはわかりやすいと思います。 

【中川委員】 

 概して市役所で啓発というと、学校などを介して配ることが多いが、か

たい条文、項目立てだけで記載してあったりするので、見ない方が多いよ

うに思います。今、岡戸委員が言われたように、これは実際に施行してお

いて、その流れの中でこういうことが実際にはもう進んでいます、という

ことを草の根的に情報を集め、その都度発信していくことが一番の啓発に

なるのではないかと思います。第５章「推進体制」のところに「こども・

子育て会議」を置きますと記載してあるので、その中で実効性がどのくら

い担保されてきているのかということを協議しながら、啓発の仕方につい

ても改めてその場で協議をしていくのがいいのではないかと思います。私

たちは今まで条例案について検討をしてきました。条例をまずは決めて、

その上で、先ほど岡戸委員が言われたような形で地道にＰＲしていくしか

ないのではないかと思います。 

【事務局】 

 まず、先ほど代田委員から御質問のありました予算のことでございます

が、来年度、啓発費用として特に予算はとってございません。ですが、今、
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岡戸委員や中川委員からいい御意見をいただきましたので、そういったこ

とを参考にしながら、来年度から始まる「こども・子育て会議」の中でも

皆さんからお知恵をいただきながらやっていくことは可能ですので、頑張

ってやっていきたいと思います。 

【吉田会長】 

 取組んでみて、それがニュースになれば、ああ、こういうことをやって

いる、それはどこから来たのかというふうに元をたどれるということにな

りますね。ぜひ、せっかく検討してきた条例ですから、しっかり育ってい

って、大きな花が咲くように願いたいと思います。 

 今日は２つの議題につきまして、皆様から貴重な御意見をいただきまし

たが、時間が参りましたので、検討はこれくらいにさせていただきたいと

思います。 

 それでは事務局にお返ししたいと思いますので、お願いいたします。 

 

 

４  その他  

 《今後の予定について事務局より説明》 


